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要旨
近年、カーポン＝ュ ー トラルの実現に向けた取り組みが国際的に進められている。本研究では、道路貨物輸送

分野のカーポンニュー トラル 政策について、欧州における目標および施策を概観するとともに、日本の目標およ
び施策と対比した。その結果、政策の確実な推進にあっては、政策の体系を構成する長期・短期目標と施策の関
連を明確にすること、 政策代替案の定蘊的な評価と選択が重要であることを明らかにした。

Abstract 
In recent years, government initiatives to realize carbon neutrality have been progressed internationally. 

Focusing on carbon neutrality policies in the road freight transportation sector, this study reviews the 
goals and measu『es in Europe, and compares them with Japan's goals and measures. As a result, we 
conclude that both'visualization of the relationship between goals and measures'and'quantitatively 
evaluating and selecting policy alternatives• are important for the steady promotion of carbon neutral 
policies. 

1. はじめに
,. 1 研究の背景と目的

本研究の目的は、欧州における道路貨物輸
送分野のカ ー ポンニュ ー トラル政策について
概観し、日本への示唆を導出することである。

現在、欧州では、カ ーボンニュ ー トラルに
向けた取り組みが積極的に進められている。
その特徴として、長期目標としての「欧州グ
リ ーンディール」と短期的な目標と施策とし
ての「Fit for 55」が、連動して策定されてい
る点がある。また、「Fit for 55」には含まれて
はいないが、2022 年には道路課金指令が改定
され、乗用車を含めた走行距離課金への転換、
CO2排出料金の設定などが進められている。

研究では、欧州と 日本の道路貨物輸送分野
のカ ー ポンニュ ー トラル政策について、長期
と短期の目標および施策の体系を比較・評価
するとともに 、具体的施策として大型車の
税・料金についてドイツの事例を紹介すると

もに 日本の税・料金との比較を通じて、 日本
におけるカ ー ボンニュ ー トラル政策への示唆
を導出する。
1. 2 先行研究

カ ー ポンニュ ー トラルに関する先行研究
としては、 エネルギーや産業などへの影響に
ついて論じるものが多く(I)、その背景や法体
系、政策立案過程について論じるものもある
{2) (3) (4)。また、交通分野についてみると、政
策・計画のあり方について論じるもの(5) (6)、
モピリティヘの影響を論じるもの(7)(8)、EV化
について論じるもの(!I) (10) (11) (12)などが多い。
そのなかで、特に欧州における交通分野のカ
ーボンニュ ー トラル政策に関するものとして
は、旅客交通を主に政策の全体像と構成要素
について論じている嶋田ら(13)がある。ただし、
道路貸物輸送分野における目標や施策の内容
に限ると、欧州の対距離課金政策の背景と内
容について整理した早川ら(14)、2022 年の道路
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課金指令の改定について墜理した味水（19)の

他には見受けられない。

2. 欧州におけるカーボンニュ ー トラル政策

2. 1 長期目標としての欧州グリーンディール

欧州におけるカ ー ボンニュ ー トラル 政策

の特徴について、 長期目標、 短期目標および

施策の3 点から整理する。

欧州では、2015年12月のパリ協定を受け、

2019 年 12 月に 「 欧州グリ ーンディ ー ル」
(COM(2019)640)が策定・公表された。 「 欧

州グリ ーンディ ー ル」では、 「2030年に1990

年比で GHG排出彙を55％以上削減、 2050年

までに炭素中立を達成」を掲げ、 関連法令の

見直しを定めている。

なお、「欧州グリ ーンディ ー ル」で 掲げら

れた上記の目標の社会実装を目的として、

2021年に欧州気候法が公布されている。

2.2 短期目標・施策としての F it for 55 
「 欧州グリーンディ ー ル」の主要な関連法

令が、2022年6月の欧州理事会で合意に達し

た政策パッケー ジ 「Fit for 5 5」である。 これ

は「欧州グリ ーンディ ール」の野心的な長期

目標を達成 すべく、 すべての経済部門を対象

とし必要な施策を定めたものである。
「Fit for 65」は、 バックキャスティング型

の政策立案・実施を志向している点で、従来

とは対照的である。 具体的には、 現行政策シ

ナリオを作成 したうえで、 複数のシナリオの

下で 2050 年のネットゼロの 達成 見込みと

2030年の中間値を確認しつつ、現状と目様の

ギャップから必要な施策を立案・実施する仕

組みである（表1)。

そのなかで特徴的な施策として、EU ETS 

（排出蘊取引）、EUESR（国別の削減目様）
の2点が挙げられる。

EU ETS (Directive 2003/87/EC、2005年施行）

は、GHGを対象とするCap and tradeスキーム

である。従来、 運輸部門( GHGの約2OOん）は

対象外だったが、 道路交通分野への拡大が欧

表1 2050年目標に向けたCO2削減シナリオ
ネットゼロに向けた運輸部門のシナリオ

TRA_4 •インテリジェントな輸送 システム
交通政 •道路貨物輸送の効率を改普
策の高 •低排出ガス車およびゼロ排出車へのイン
強化 センティブ

•都市部での気候変動と大気汚染への対処
•エネルギー税に関連する 価格設定（含有
呈の最小化）

•2030年の皐固COz徘出基準の夏なる論化
TRA_3 •鉄道、内陸水路、近海輸送1:よるマルチモ
交通政 ーダル
策の中 •スマー トな交通管理よ 交通機関のデジタル
強化 化 、コネクテッドモビリティ
これを

• 都市部での排出規制
選択 •エネルギー税と充電インフラの価格措置

• 2030年の皐両印2徘出基準の強化
T瓜2 •インター モーダル貨物輸送に対するイン
交通政 センティブ
策の低 •欧州運輸ネットワーク(TEN-T)の整儲と
強化 鉄道・内陸水路・近海輸送の容豆増加

•外螂コストの殿贈的な内郎化
•路上適性チェックの改普
• 2030年もしくは2035年の車両COz排出基

準と充電·艦料補給インフラの晟開
TRA_l •トフンスポ ートポリ シ ーの強化なし

（ペース (CO2排出逗は．2030年に461. 2050年1：：
ラ イン） 59昂削減される。運輸部門は、2030年ま

でに12. 51租度の削減予測。）
GHG排出揖の現状と目椙違成見込み

部門 GHG削減の状況と推計
（交通政策は中程度シ (1990年を 100とした比率）

ナリオを選択） 2005 2019 2030 2050 
CO2以外のGHG 98 80 49 12 

農業分野のco1以外GHG 90 73 46 11 
家庭部門 81 64 38 5 
業務部門 72 58 35 5 
運輸部門 67 53 33 5 
産菜部門 49 35 19 4 
発電部門 28 18 6 1 

炭素回収技術 -7 -6 -5 ー13
森林やパイオマスなど -7 -6 -5 -9

排出総盪（ネット） 92 74 45 ー1
注）全部門のGHG削減率を試算
出典：COM(2020)562final.The 2030 Climate target plan 

州委員会より提案され、 削減目様の引き上げ

などとあわせて2 023年に改正が承認された。

なお、 道路交通分野を管理するEU ETS2 は

2025年に開始予定となっている。

EU ESR (Regulation(EU) 2018/842 、2018年

施行）は、 航空を除く運輸、 建築、 殿業など

の分野を対象に、2030年の国別の削減目標と、
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2021 年～2030 年の年間排出最の上限を定め

る施策である。2023年の改正により、各国は

2006年比で10%~60％削減することとなって

いる。

2.3 施策としての道路課金と車両のゼロ

エミッション化

(1)道路課金指令

欧州には大型車を対象とする 道路課金指

令(Directives 1999/62/ECユーロビニエット

指令、1999年策定）がある。 同指令は、利用

者負担・汚染者負担原則にもとづきインフラ

費用と外部費用に関する適正な課金方法を定

める ものである。

1999年に策定されて以来、複数回改定され

てきており、直近では2022年に改定された。

この道路課金指令は上述した「Fit for 65」に

含まれていないもの、この 2022 年の改定は

「欧州グリ ーンディ ール」に連動したもので

あり、 欧州における カ ーボンニュ ー トラル政

策の一要素と理解することができる。2022年

の改定内容は主に次の4点である。

第1 が、課金対象の拡大である。 具体的に

は、従来の重誠貨物車(HGV)から、旅客ま

たは貨物の道路運送に用いられる四輪以上の

自動車または連結車 に拡大された。 軽量車両

(LDV)に対する課金の実施については2027

年3月26日までに検討することとなっている。

第2 が、課金形態の移行である。 具体的に

は、利用期間料金をいまだ採用している国が

多く残っていることから、 より公平な走行距

離課金への移行が打ち出された。

第3 が、 走行距離課金で考慮する外部性の

見直しである。 具体的には、外部性として、

混雑と CO2 排出が追加された。 このうち CO2

排出は、CO2排出等級と車種（車両総重最．

軸数）にもとづき定められており、CO2排出

等級1 が排ガス等級にもとづきさらに細分化

されている。

CO2排出に対する課金の導入に呼応して、

車両の環境性能基準も変更する こととなった。

表2 ドイツの大型車課金のCO2課金単価

co, 
7.5 12 18トン超
~12 ~18 3軸 5軸排出等級 トン トン 以下

4軸 以J:.
EURO I 8.0 10. 4 15.8 15. 8 16.2以下

EURO 11 8.0 10.4 13.8 13. 8 16.2~111 1 EURO IV 
~IV 8.0 10.0 13.4 13.4 16.0 
EEV 

EURO VI 8.0 10.0 12.4 13. 4 15. 8
2 7.6 9. 6 11. 8 12. 8 15.0
3 7.2 9.0 11. 1 12.0 14. 2
4 4.0 5 驀゜ 6. 3 6.8 7.9
5 0 奪。 0.0 0.0 0.0 0.0 

単位：ユーロセント/km、出典：Toll Collect社

これまで、課金額の差別化のための環境性能

基準としては排ガス性能基準(NOxなど）が

用いられてきたが、2022 年改定では、2019

年規則(Regulation(EU)2019/1242)にもとづ

<c0排出性能基準への転換が打ち出された。

その背呆として、 排ガス性能にもとづく課金

額の差別化の意義は認めつつも、 環境性能の

高い車両への買い替えが進んでその効果が縮

小してきていること、大型車交通量が増加し

c�排出最が増加していることがある。

なお、 実際の課金額は各国が決定すること

とされており、 ドイツは2023年12月より料

金車種の体系を排ガスクラス(Euro I~V1)か

らCO2排出等級に見直ししたうえでCO2課金

を導入している（表2)。これは欧州委員会が

示した基準値の約2倍である。

このように、2022年の改正では、課金形態

の移行や課金水準の基準の転換など、これま

での改正より踏み込んだ特徴がみられる。 こ

のことからは、利用者負担原則と汚染者負担

原則のさらなる適用を通じて、 より環境に優

しいゼロエミッション車(EV. FCV)への買

換えを促しつつ、財政的にも環境的にも持続

可能で公平な道路 交通を促進する という欧州

委員会のカ ー ポンニュ ートラル政策の方向性

が読みとれる。
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(2)ゼロエミッション車の促進に関する施策

2020年のEU域内の貨物輸送の過半は道路

貨物輸送に依っている。 道路貨物輸送から排

出 されるGHGのうち、 大型車からの排出が

28％を占めており、 これは EU全体の排出蘊

の6％にあたる。

この状況に対して、欧州委員会は、Fit for 55 

を達成するためにゼロエミッション車の普及

を図ってきている。なお、 実績としても2023

年の第1·2四半期に、EU加盟国全体で1,099

台の EVトラックが登録されている（前年同

期比の約3倍） 注 l o

その一方で、 既存車両（ディー ゼル）と同

じ航続距離を EVトラックで実現するには大

きなバッテリー容童が必要となり、 その分だ

け輸送能力が低下する（最大和戟黛の減少）

という問題が指摘されていた。 これに対して

欧州委員会は、2018年に 「 大型車の重黛と寸

法に関する指令」 (Directive 96/53/EC)を改定

し、 ゼロエミッション 車と代替燃料車の許容

重量を既存車両に比ぺ2 トン 上乗せした。 現

在はさらなる 重量の上乗せと車長の延長、 背

高コン テナヘの対応を検討している。 この 改

定により、 2025 年～2050 年までの累計で

2,780万トン（貨物輸送のCO2排出量の1.2%) 

のCO2排出菌が削減可能と試算している。

3 日本におけるカ ーポンニュ ー トラル政策

3. 1 長期目標としての「長期戦略」

日本におけるカ ー ポンニュ ー トラル政策

の特徴についても、 2章と同様に長期目標、

短期目標および施策の3点から整理する。

日本では、2020年10月の臨時国会の所信

表明演説において、 菅義偉首相（当時）が、

従来の目標(2050年に8割減）に代えて、2050

年にカー ポンニュ ートラルの実現を目指すこ

とを表明した。この表明にもとづき 2021 年

10月に 「 パリ協定に基づく成長戦略としての

長期戦略」（以下、 「長期戦略」 ）が閣議決定さ

れた。 これが日本の長期目標にあたる。 「長期

戦略」 では、2050年カーポンニュ ートラル実

現に向けた分野ごとの目標が示されている。

運輸部門では、 CO2 排出量の大半を占める

自動車に関し次世代自動車記 2への転換や、国

内貨物輸送の約8割を占めるトラック輸送に

関し輸送の効率化などが課題として指摘され

ている。 そのうえで、 物流分野において目指

すぺき目栢としては、 「AI· IoT等を活用した

物流DXの推進を通じたサプライチェ ーン全

体の輸送効率化・省エネルギー化の実現」、「 自

動運転技術等を活用した効率的な物流ネット

ワ ークの強化」、 「物流システムの高度化を含

めたトラック輸送の効率化」、 「海運や鉄道へ

のモー ダルシフトの更なる推進等のグリーン

物流の取組を通じた新しいモビリティサー ピ

スの構築」などが掲げられている。

3.2 短期目標·施策としての「対策計画」

日本の短期目標と施策としては、 「長期戦

略」 と同時に2021年10月に閣議決定された

「地球温暖化対策計画」 （以下、 「対策計画」 ）

がある。 「対策計画」 は、 「地球温暖化対策推

進法」 と「パリ協定を踏まえた地球温暖化対

策の取組方針．について」 にもとづき策定され

たものであり、 現在各省庁が取り組んでいる

対策ごとに2030 年のCO2排出削減見込盤を

目安として示した（表3)。

道路貨物輸送分野の削減見込量では、 「次

世代自動車の普及、燃費改善等」が最も多く、

次いで「トラック輸送の効率化」が多い（表3)。

ただしこれらの施策が 2050 年目標にど う結

びつくかまでは示されておらず、2050年目標

に向けたCO2削減シナリオを示している欧州

と対照的である。

3.3 施策としての道路課金と電動化

日本では、 自動車の取得段階、 保有段階、

走行段階に応じて複数の自動車関係諸税が、

高速道路の利用には高速道路料金が課せられ

ているが、 燃料に課せられる地球温暖化対策

税以外はCO2排出への課税 はない注3
Q

次世代自動車の普及促進政策として、 自動
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表3 2030年のCO2排出削減見込量（単位：万t-C02)
対策 内容 対策計画 参考：旧計回

(b)自動車単体対策 次世代自動車の普及、燃費改普等 2 674 2,379 
道路交通流対策等の推進 的200 約100
LED道路照明の整傭促進 約13

(c)道路交通流対策 但号機の集中制御化 150 150 
信号機の改良・ブロファイル（ハイブリッド）化 56 56 
信号灯器のLED化の推進 11 16 
自動走行の推進 168 140 

(e)環坦に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化 101 66 

(g)鉄道、船船、航 鉄道分野の脱炭素化 260 177 
船舶分野の脱炭栗化 181 157 空機の対策 航空分野の脱炭素化 202 101 
トラック輸送の効率化 1. 180 206 
共同輸配送の推進 11. 5 2. 1

(h)脱炭業物流の推 海上輸送へのモーダルシフトの推進 187 172

進 鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進 146 133
物流施設の脱炭素化の推進 11 
港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減 96 96 
港湾における総合的な脱炭素化 17 

注）
―
IB計画にはない項目、名称が異なる項目もある。また旅客輪送に関する内容が含まれているものもある。

出典：「地球温暖化対策計画における対策の削減羞の根拠j

車の取得段階における環境性能割、保有段階

におけるエコカ ー減税やグリーン化特例など

があるが、 後述するように、 既存の車両に比

べて大きなインセンテイプにはなっていない。

また、 エコ カ ー減税等の対象にはガソリン車

も含まれ、 必ずしもゼロ エ ミッション車の促

進施策とはなっていない。

4. 欧州と日本の比較を通じた検討

4. 1 長期目標に基づいた政策立案

2章と3章の議論をふまえ、欧州と日本の

カ ーポンニュ ートラル政策を比較したものが

図 1 である。図 1 からは、日本への示唆とし

て次の2点を導出できる。

第1が、 「目標と手段の連動」である。欧

州では、 長期目標としての 「欧州グリーンデ

ィ ール」と連動して、EU ETSとEU ESRが
考えられた。 また、それらETS• ESRが短期

目標となり、 その実現のための手段として路

貨物輸送分野の施策が立案された。 それに対

して日本では、 「対策計画」が既存の関係省庁

の関連施策の一覧であり、長期目標である「 長

期戦略」との関係が必ずしも明確ではない。

今後、「 長期戦略」と連動した形で、具体的な

短期目標と、 その実現のための施策を立案す
ることが求められる。

より詳細に、 目標と手段の関係を検討して

みる。上述したように道路課金指令は 「Fit for 

55」には含まれていないが 「欧州グリーンデ

ィ ール」に連動して改正されている。 ここで

欧州と日本における 長距離トラックの価格、

税 ・ 料金負担の比較を試みたものが表4であ

り、試算の前提条件は表5のとおりである。

表 4 からは、ドイツにおいて①CO2料金は料

金負担を約7割増加させること（合計で約1

割増）、②EVは現状では電費効率が低いため

税負担では通常車両より高いが、料金が課せ

られないため税・料金負担計では下回ること、
③2026年には合計でもEVが通常車両を下回
ること、2030年ではさらに優遇されることで
従来のトラックとの競争優位に影響する。 欧

州では、 ディ ーゼルトラックの新車販売を段

階的に廃止することが合意されているが、 事

業者にはトラックを所有するときの生涯コス
トが途中の 2030年までにおいてもゼロ エ ミ
ッション車への転換を誘華するような価格を
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出典 ： 参考文献をもとに筆者作成

図1 道路貨物輸送分野のカーポンニュ ー トラル政策の比較

表4 長距離トラックの課税・料金・価格の比較（単位：円／km)

ドイツ（トレーラー） a, 定 3 8本（大型軍）か

通常 co2諜金導 EV （推ttエ2) 通常 ェコカー
車両 入＆ 2020年 2025年 2030年 軍両 ディ ーゼル

(I)税負担（取得段階） 3. 250 3. 250 12.420 5.954 4.327 2.340 I. 890

(2)税負担（保有段階） I 555 I. 555 0.593 0. 593 0.593 0 983 0, 919 

{3)税負担（走行段階） 32.664 32.664 42.059 36.531 31 129 14. 194 8. 854

(4)税負担計(1+2..-J) 37.469 37.469 ②55.072 43.07B 36.049 ④17.517 @11. 663 

(5)料金負担（対距饂課金） 26. 510 Q245, 406 0.000 0.282 6.416 20. 795 20,795 

（6)税・料金負担計(4+5) 63.979 82.874 @55.072 43,360 '12. 465 38.312 32. 458

(7)車両・燃料価格計 48,782 48. 782 97. 183 56 •， 414 43.249 50.000 37. 961

(8)合計(6+7) 112. 761 ①131. 656 152. 255 @99. 774 -85. 714 88 312 70. 419

注1)欧州としては 、 道路課金指令の2()22年改定にもとづき2023年12月がら―co：課金を導入したドイツを
取り上げる コ なお 、 iに種の息定は 、 それぞれの国で一般的な車両としている．

注2)捨煎駐20トンを超えるトレ ー ラ ーが使われる長距陛輸送では ．ベ ッテリーや袷電などのどの技術が層
勢になるかは明らかではなく、ここでのEVトラックの価格 、 条件はあくまでし推計値である っ

注 3)為ドは156.68円／ユ ー ロ（2（)23年7月現在）と想定している。
出典：参考文献をもとに玉者作成

設定している意図が読み敗れなまた、 ドイ

ツと日本の比較では 、 車両サイズの違いもあ

るものの、④日本の税負担の水準が極端に低

いこと（約5笞11) 、 ⑤エコカーの負担は通常車

両よりも小さいが、その迫は非常に小さいこ

と（約5. 9円）、がわかる J J:述したように、

ェコカー減税対象車両には低燃貸のディ ーゼ

ル車も対象に含まれており、カーポンニュ ー

トラルとの運動は明確とは言えない り 高速道

路料金にCO2料金を追加する欧州の取り組み

は。目点と施策の連動の点でも評価できる。

それに対して日本では 奮エコ カー減税やグリ

ーン化特例などがあるものの 、 CO2排出性能

に対応した税・料金はなく、導入に向けた検

討が求められる。

4.2効果推計モデルによるシナリオの比較

第2が、 「 効果推訃モデルにもとづくシナ

リオの比較Jである。長期目標1ま2050年と長

く、計画方法論も確立していない。これに対

し、欧州では、目襟から逆算するバックキャ

スティング型のアプロ ー チを採用し ｀ 複数設

定したシナリオの定fit的な比較を通じて施策

- l08 -



表5 長距離トラックの課税・料金．価格の比較の前提条件
項目 ドイツ 8本

車両巫最 9,810kg 8,688kg 
車両稔瓜泣 24,820kg 19,887kg 
最大積眩位 14,900kg 11,089kg 

通岱車向：1,710万円(EURO JV) 1,800万円（通常車両とエ＝カーディ ー ゼル
平体価格 EV: 2020年6,537万円，2025年3,134万円， で同じ）

2030年2,277万円
通常車両：ll8.S円lリットル、 EV（中小規模匡 102.4円／リットル（経油取引価格(32.1円）と

経油本体価格 架用霞気料金）：2020年25.4円/kWh, 2025年 炭紫税(2.8円）と消哭税は除く）
30.J円/kWh, 2030年35.6円／kWh

心涯走行距陪 100万bn 100万km
高速道路利用平 90% 43% 

通常正両：3.75km/リットル 通常車両：3.20km/リットル
燃我 EV : 2020年0.65SkmlkWh, .:r.コカ ーディ ーゼル：5.13km/リットル

2025年0.746km/kWh, 2030年0.870km/k\Vh
保有年数 10年 10年

環坑性ij郎11 なし 涌常車阿：3%、 エコカーディ ー ゼル：0.5%
自動車税稲別割 通常車両：87,114円(Pollution category S2) 通常草両：48,300円

の税額 EV:なし 工＝カー ディ ーゼル：46,900円
自動車頂韮税の 通常車両：9,934円(Noise cntego巧S2) 通常車両：50,000f!l

税額 EV:なし エコカーディ ーゼル：45,000円
軽油引取税の税 通常車両：74円／リットル(Excise tax) 32.l円Iリットル

率 EV: 2円／リットル(Excise ta.-.:) 

石油石炭税率
通常車両：10円／リットル(<;:arbon t心） 2.8円lリットル
EV:なし(Carbon tax) 
料金＝①大気汚染の外部挫用十②騒音())外 料金＝ （固定額＋可変額） x割引率（通常車両
部究用十③インフラ我用十④CO2野用 とエコカ ー ディ ーゼルで同じ）

1! 通常 EV EV EV 固定額：タ ー ミナルチャ ー ジ（円1回）X生涯利
目 耶両 (2020) (2025) (2030) 用回数（回）＋生涯走行距離(km)

商速道路科金 ① 1. 7 0.0 0.0 0.0 可変額：距離単価（普通区間）X生涯走行距離
② 0.3 0.0 0.3 0.3 (km)x商速道路利用率（％）x(l-長距雌辿波
③ 24.5 0.0 0.0 6.1 割合（％))..;.生涯走行距離(km)
④ 18.9 0.0 0.0 0.0 割引率；（1-大ロ・多頻度割引）:,,1/2+(1

ー大ロ・多頻度割引）X (1-深夜割弓I) >< 1/2 
出典：参考文献をもとに節者作成

案を評価し、 進捗状況のモニクリングと施策

の見直しをおこなっている。 上述した、 高速

道路料金におけるCO2料金の追加もその一 例

であり、 現行施策の効果試箕例等にもとづき

CO2排出削減最の目安を示す日本の「対策計

画Jとは対照的である。 不確実性を考慮しつ

つ、 積極的な取り組みをおこなうためにも、

欧州と同様に、 効果推計モデルを開発し、 定

品的な比較を通じて選択したシナリオを実行

することにより、 目襟を逹成する姿努を示す

ことが求められる。

5. おわりに

本研究では欧州と日本の比較を迎じて、 上

述の2点を知見として導いた。 日本において

も、今後は、現行の「対策計画」のように「測

れるもの」を対象とするのではなく欧州のよ

うに「測るぺきもの」を推計すること、 具（本

的なCO2排出拉の削減目標を分野・施策ごと

に定めること、施策内容をCO2排出と紐づけ

ていくこと、 が求められる。

注

(1)革両総煎畳16トン以上の逗動トラック（プラグイ

ンハイプリッド寧を含む）の数値（出典：ACEA)

(2)「長期破路Jでは、次世代自動車として電動車(EV,

FCV, PHV,HV)のほかクリー ンディ ー ゼル自動車、

ぶG自動車等を含むとされている。
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(3)走行段階課税に関しては、2022年から原油価格・

物価向騰等に対する対策として燃料油価格を軽減す

る施策がおこなわれている。 目的が異なる施策では

あるものの、次世代自動車の促進とは正反対の施策

ともいえる。
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